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Ⅰ．計画の趣旨  

 本計画は、本学が保有する教育研究施設、附属病院、インフラ設備などの⽼朽化状況を把

握し、中⻑期的な改修・更新を計画的に進めるための「個別施設計画」である。国のインフ

ラ⻑寿命化計画や⽂部科学省の⽅針のもと、国⽴⼤学法⼈には、予防保全型への転換、トー

タルコストの縮減・平準化、施設マネジメントの⾼度化が求められている。本学でも建物の

⽼朽化が進み、事後対応では教育研究活動への影響や維持管理費の増⼤が懸念されることか

ら、点検・診断による状態把握、性能評価に基づく優先度整理、予防保全を基本とした改修・

更新サイクルの確⽴を図る。 

 また、キャンパスマスタープランと整合を取りながら、建物の再配置や⽤途⾒直しなど、

施設の最適化と利活⽤の⾼度化を進めるとともに、省エネルギー、カーボンニュートラル、

ユニバーサルデザインなど社会的要請にも対応する。 

 ⽂部科学省の「第6次国⽴⼤学法⼈等施設整備5か年計画（R8〜12年度）」では、⼤規模

改修のライフサイクルが40年から45年へ延伸され、⻑寿命化への転換が⽰されている。し

かし、本計画は総合管理計画の下位計画であるため、2023年改訂の総合管理計画を踏まえ

ずにサイクルを変更することはできない。このため、今後2年以内に総合管理計画を更新し、

国の⽅針と整合した上で、本計画も再度⾒直す。 

 なお、今年度に本計画を更新する理由は、施設整備費概算要求において、個別施設計画と

整備内容・年度との整合性が求められているためであり、適切な要求を⾏うためには逐次⾒

直しが不可⽋である。 
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Ⅱ．計画の範囲  

１． 対象施設等 

 対象施設は、「富⼭⼤学施設⻑寿命化計画（総合管理計画）」で定めた、職員宿舎を除く本

学が保有するすべての施設  

＜学生、生徒、教員等が教育研究のために常時活動する建物及び附帯する設備※＞ 

                      ※研究施設及び附属病院を含む 

＜教育研究活動の基盤となるライフライン等の基盤設備、屋外環境施設（工作物）＞ 

とする。 

 計画の策定に当たっては、各施設の維持管理・更新等に係る取組状況や利⽤状況に鑑み、

個別施設のメンテナンスサイクルを計画的に実⾏する上で、最も効率的・効果的と考えられ

る計画策定の単位や、構造物毎の分類を設定の上、その単位毎に計画を策定する。 

  

２． 計画期間 

 計画期間は、2026 年度から 2040 年度までの 15 年間とする。 

＜短期（令和８年度〜１２年度まで ※R8.4.1〜R13.3.31 ）＞ 

＜中期（令和１３年度〜１７年度まで ※R13.4.1〜R18.3.31 ）＞ 

＜⻑期（令和１８年度〜２２年度まで ※R18.4.1〜R23.3.31 ）＞ 

とする。 

このなかで、短期（令和１２年（２０３０年）度まで）の期間において、施設の健全確保

のための仕組みを確⽴する。また、この期間において施設ごとに必要に応じた個別施設計画

をまずは策定し、その実施状況を踏まえて、中期及び⻑期への個別施設計画に反映させる。 

また、経済状況などを勘案して、５年を目安にその都度⾒直しを⾏うものとする。 
 

 

 

 

  

短期（R8.4.1〜R13.3.31） 中期（R13.4.1〜R18.3.31） ⻑期（R18.4.1〜R23.3.31） 

施設の健全性確保のための仕組み作り  (点検基準等の整備、点検結果の収集・蓄積・活用の仕組み検討等） 

施設ごとに必要に応じ個別施設計画を策定 

個別施設計画を推進 (計画に基づき施設を維持管理し、長寿命化を推進） 

施設の老朽化に起因する重大事故ゼロを継続 

期間全体の目標 

施設の健全確保のための仕組み確立 

当初５年間の目標 
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Ⅲ．キャンパスマスタープランとの関係 

本計画は、キャンパスマスタープランで描かれたキャンパスづくりを実現するために、こ

れまでの事後保全による施設整備、維持管理から、予防保全による施設整備、維持管理への

転換を目的とし、今後１５年間に発生する各建物の改修工事等の年度や、維持管理コストに

ついて⽰したものである。 

総合管理計画及び本計画の策定により、⻑期的な施設計画の把握を⾏うことで、これまで

以上に具体性をもった「施設起点」と「利⽤者起点」の施設整備のアプローチが可能となる

ため、キャンパスマスタープランと⻑寿命化計画は施設整備・維持管理の⾯で密接に関係し

ており、これらは連動した一体的な計画として取り扱うこととする。 

 本計画の位置づけとして、以下の事項における基礎資料として活⽤することを前提とする。 

・ 施設整備費補助⾦概算要求（対象となる事業費︓25,000 千円を超える⾦額） 

・ 施設費交付事業（対象となる事業費︓25,000 千円以下） 

・ ⻑寿命化促進事業（対象となる事業費︓25,000〜50,000 千円、性能維持等の条件あり）  

・ 小規模改修（自己財源） 

・ 日常保全（自己財源） 
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Ⅳ．個別施設の状態等  

１． 個別施設の状態等 

 個別施設の状態は、 

  ＜建物関係 共通施設・設備調査表＞ 

 により、点検の結果、修繕・更新の履歴、事故・故障の発生状況の収集・蓄積を把握する。

点検・診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検・診

断を未実施の施設については、点検実施時期を明記する。 

 

２． 性能評価システム 

 個別施設の状態等を把握したうえで、主要な建物について、国⽴⼤学法⼈等の対象建物が

施設として備えるべき機能とその⽔準に照らして、どの程度の⽔準であるかを評価する、 

＜性能評価システム＞ 

を策定して、詳細な状態等を把握する。 

 
  ３． 設備毎の更新計画 

 個別施設の状態等を把握したうえで、主要な設備について、経年状況と更新に係る概算⾦

額を評価する、 

＜設備毎の更新計画＞ 

を策定して、詳細な状態等を把握する。  
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Ⅴ．⻑寿命化の実施計画  

１． 優先順位の考え方 

優先順位の考え⽅として、躯体・共同溝については健全性を、その他の部位・設備につい

ては、安全性・機能性・環境性を対象とし、それ以外の状態等の事項について、必要な情報

を整理する。また、建物については＜性能評価システム＞による評価結果を踏まえ、設備に

ついては事故・故障の発生状況等による緊急度を踏まえ、総合的に優先順位を判断する。 

 

２． 施設再⽣型リノベーション（⻑寿命化改修）計画 

 本学の小規模改修・⼤規模改修・建替（新築）のサイクル（図表Ⅴ－１）及び計画更新期

間（図表Ⅴ－２）により、建物毎の更新時期を設定する。その上で、優先順位の考え⽅に基

づいて更新時期の調整を⾏うとともに、年度毎の予算のばらつきを調整して、全キャンパス

における⻑期保全計画を策定する。この計画に基づき、短期計画期間内に該当する建物毎に

ついて、＜施設再⽣型リノベーション（⻑寿命化改修）計画＞を策定する。 

 

【図表Ⅴ－１︓小規模改修・大規模改修・建替（新築）のサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、遺伝子実験施設における特殊空調設備については、実験の安全性を確保し、関係

法令を遵守する観点から、その性能を継続的に維持することが不可⽋である。当該設備は施

設の運⽤上、重要な機能を担うことから、⽼朽化に伴うリスクを⼗分に考慮し、例外的に改

修の優先度を⾼位に位置付けるものとする。なお、更新については、設備の重要性及び耐⽤

性を踏まえ、おおむね 30 年程度を目安として計画的に実施する。 

 

⻑寿命化改修計画のサイクル 小規模建物等のサイクル 
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【図表Ⅴ－２︓計画更新期間】 
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３． ライフライン等再⽣計画 

 富⼭⼤学の計画更新期間により、設備・屋外環境施設毎の更新時期を設定する。その上で、

優先順位の考え⽅に基づいて更新時期の調整を⾏うとともに、年度毎の必要予算のばらつき

を調整して、全キャンパスにおける⻑期保全計画を策定する。この計画に基づき、短期計画

期間内に該当する設備毎について、＜ライフライン等再⽣計画＞を策定する。 

 

４． 屋外環境施設（土木工作物）の再⽣計画 

屋外環境施設には、道路、歩道、駐輪場、橋梁、共同溝、煙突等の⼟⽊工作物等が設置さ

れており、中⻑期的な再生計画は図表Ⅴ-2 に⽰している通りである。杉谷キャンパス構内

道路は路線バス等の入構があり、⾞⽤ゲートを設置して有料化している。歩道については、

全キャンパスにおいてインターロッキングブロックの沈下、アスファルト舗装部分で樹⽊の

根が原因によるひび割れや段差が生じている。橋梁は⾼岡キャンパス構内の小川横断⽤とし

て設置されており、鉄骨造で赤錆が発生している。杉谷キャンパス中央機械室の煙突は、耐

震対策として補強が必要であり、五福キャンパスと寺町団地における煙突については撤去の

必要がある。 
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Ⅵ．施設再⽣型リノベーション（⻑寿命化改修）計画 

⻑寿命化改修計画のサイクルに従い、全キャンパスにおける建物毎のライフサイクルコス

トを算出した結果を以下に⽰す。（附属病院は再整備計画が進⾏中のためここでは除く） 

算出に当たっては、小規模改修（図表Ⅵ－１）と、⼤規模改修・建替（図表Ⅵ－２）とに

区分する。予算対象は、小規模改修は、施設費交付⾦・⻑寿命化経費等を、⼤規模改修・建

替は、施設整備費補助⾦を想定する。 

 

【図表Ⅵ－１︓小規模改修のライフサイクルコスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年必要となる小規模改修の年平均コスト  ︓744,203 千円/年 
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【図表Ⅵ－２︓大規模改修・建替（新築）のライフサイクルコスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年必要となる⼤規模改修の年平均コスト  ︓1,736,256 千円/年 

 小規模改修・⼤規模改修・建替（新築）のいずれにおいても、短期計画期間に該当する建

物毎について、＜建物関係 共通施設・設備調査票＞および＜性能評価システム＞の内容を
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参照して詳細な改修計画を策定し、予算要求および事業実施を進める。 

Ⅶ．ライフライン等再⽣計画 

⻑寿命化改修計画のサイクルに従い、ライフライン等における設備毎のライフサイクルコ

ストを算出した結果を以下に⽰す。ただし、現時点の範囲は屋外配管等の７項目に留まって

いる。施設整備費補助⾦想定する。 

【図表Ⅶ－１︓ライフライン等のライフサイクルコスト】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現時点で毎年必要となるライフライン等再生の年平均コスト  ︓466,901 千円/年 

 設備毎について、施設実態報告の内容を参照して詳細な改修計画を策定し、予算要求およ

び事業実施を進める。  
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